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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
多数のボールと、固定部に対して敷設されると共に両側面には前記ボールの転走溝が長手
方向に沿って１条ずつ形成された軌道レールと、横ウェブ及びこの横ウェブから突設され
た一対のスカート部を有して案内溝を備えたチャネル状に形成され、前記横ウェブには可
動体の取付面が形成される一方、前記案内溝に面したスカート部の内側面には軌道レール
の転走溝と対向する一対の負荷直線溝を有し、前記ボールを介して軌道レールに組みつけ
られた移動ブロックとから構成され、
前記軌道レールの長手方向に垂直な断面の形状は、その両側面に位置するボール転走溝の
中心を結んだ線分に対して線対称であり、前記移動ブロックは、前記軌道レールをその長
手方向を回転軸として上下反転させても当該軌道レールに組みつけ可能であり、
前記固定部に対する前記移動ブロックの取付面の傾きが小さくなるように、前記軌道レー
ルを選択的に反転させて移動ブロックに組みつけたことを特徴とする直線案内装置。
【請求項２】
前記軌道レールは塑性加工によって生産されることを特徴とする請求項１記載の直線案内
装置。
【請求項３】
前記移動ブロックは前記ボールが循環すると共に前記軌道レールに向けて開放されたトラ
ック溝を有しており、このトラック溝は、前記負荷直線溝と、この負荷直線溝と平行に配
置される無負荷直線溝と、これら負荷直線溝と無負荷直線溝とを連通連結する一対のボー
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ル偏向溝とから構成されていることを特徴とする請求項１又は請求項２記載の直線案内装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動ブロックが多数のボールを介して軌道レールに組み付けられ、前記移動
ブロックに固定された可動体を軌道レールに沿って自在に往復運動させることが可能な直
線案内装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　工作機械のワークテーブルや各種搬送装置の直線案内部では、テーブル等の可動体を搭
載した移動ブロックが軌道レールに沿って連続的に移動する直線案内装置を多用している
。この種の直線案内装置では、前記軌道レールと前記移動ブロックとが多数のボールを介
して、組み付けられており、ボールが移動ブロックと軌道レールとの間で荷重を負荷しな
がら転走することにより、移動ブロックに搭載した可動体を軌道レールに沿って極僅かな
抵抗で軽く運動させることが可能となっている。また、移動ブロックにはボールの無限循
環路が具備されており、ボールをこの無限循環路内で循環させることにより、前記移動ブ
ロックが軌道レールに沿って連続的に移動することが可能となっている。
【０００３】
　このような直線案内装置は、ベースやコラム等の固定部に対して軌道レールを敷設する
一方、この軌道レールに沿って移動する移動ブロックには前記可動体を固定し、かかる可
動体を固定部に対して一定の姿勢で案内することが可能となっていた。
【０００４】
　前記軌道レールにはボールの転走溝が長手方向に沿って形成される一方、前記移動ブロ
ックには軌道レールの転走溝と対向する負荷転走溝が形成されており、ボールはこれら転
走溝と負荷転走溝に接しながら転走する。軌道レールに形成される転走溝の条数は直線案
内装置に要求される負荷能力によって異なるが、軽荷重用途に適した小型の直線案内装置
の場合には、軌道レールの両側面に１条ずつの転走溝が形成されたものが主流である。
【０００５】
　従来、前記軌道レールの製造方法としては、先ずは棒状鋼材に対して引き抜き加工を施
して、この棒状鋼材に対して軌道レールのおおよその断面形状を与えた後、研削加工を実
施して前記転走溝を高精度に加工していた。前記研削加工を実施するためには加工対象で
ある軌道レールを精度よく研削盤に固定する必要があり、そのために前記軌道レールには
引き抜き加工後に研削加工基準となる底面の加工がなされ、この底面を基準として前記転
走溝が軌道レールに対して研削加工されている。すなわち、加工された軌道レールには固
定部に対する敷設方向が存在し、軌道レールは前記底面を固定部に対して当接させた状態
で当該固定部に対して敷設されていた。
【特許文献１】実開平２－３０５２３
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、軌道レールに対してボールの転走溝を加工した場合、その実際の加工位置と
設計上の加工位置との間には加工位置誤差が生じてしまう。この加工位置誤差は転走溝毎
に独立して発生することから、軌道レールの左右両側面に転走溝を加工した場合、右側面
に位置する転走溝と左側面に位置する転走溝との間で相対的加工誤差が生じることになる
。このことは、移動ブロックに対して負荷転走溝を加工する際にも同じであり、やはり移
動ブロックの左右に位置する負荷転走溝の間に相対的加工誤差が発生することになる。
【０００７】
　このため、前記軌道レールに対して移動ブロックを組みつけた際に、軌道レールの転走
溝における相対的加工誤差と移動ブロックの負荷転走溝の相対的加工誤差とが重なり合っ
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てしまうと、移動ブロックにおける可動体の取付面が軌道レールの底面に対して大きく傾
いてしまう傾向が見られた。この状態で移動ブロックを可動体に対して強引に固定すると
、移動ブロックに対してモーメント荷重が常時作用する結果となり、ボールの偏摩耗が促
進され、直線案内装置の寿命が短命化してしまう懸念がある。
【０００８】
　一方、前述した転走溝又は負荷転走溝の加工位置誤差は軌道レール及び移動ブロックの
加工に手間をかけることで可及的に小さくすることが可能であり、例えば従来の軌道レー
ルのように、最終的に研削加工で転走溝を仕上げることにより、移動ブロックの可動体取
付面の傾きは無視できる程度にまで小さくすることができる。
【０００９】
　しかし、そのような加工方法には手間と費用がかかり、直線案内装置の生産コストの低
減化の大きな障害となっている。従って、簡易な加工方法を採用しつつも、移動ブロック
の可動体取付面の傾きを可及的に軽減することが可能な直線案内装置が望まれている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明はこのような問題点に鑑みなされたものであり、その目的とするところは、軌道
レールの左右両側面に形成された一対の転走溝及びこれに対向する移動ブロックの負荷転
走溝に相対的加工誤差が含まれることを是認しつつも、移動ブロックの可動体取付面の傾
きを軽減することが可能であり、もって簡便に且つ安価に生産することが可能な直線案内
装置を提供することにある。
【００１１】
　前記目的を達成するために、本発明の直線案内装置は、多数のボールと、固定部に対し
て敷設されると共に両側面には前記ボールの転走溝が長手方向に沿って1条ずつ形成され
た軌道レールと、横ウェブ及びこの横ウェブから突設された一対のスカート部を有して案
内溝を備えたチャネル状に形成され、前記横ウェブには可動体の取付面が形成される一方
、前記案内溝に面したスカート部の内側面には軌道レールの転走溝と対向する一対の負荷
直線溝を有し、前記ボールを介して軌道レールに組みつけられた移動ブロックとから構成
されている。そして、前記軌道レールの長手方向に垂直な断面の形状は、その両側面に位
置するボール転走溝の中心を結んだ線分に対して線対称であり、前記移動ブロックは、前
記軌道レールをその長手方向を回転軸として上下反転させても当該軌道レールに組みつけ
可能になっている。
【００１２】
　このため、前記軌道レールに対して移動ブロックを一度組みつけた際に、前記軌道レー
ルの右側面のボール転走溝と前記移動ブロックの右側面の負荷直線溝夫々の相対的加工誤
差が重畳し、移動ブロックにおける可動体の取付面が軌道レールの底面に対して大きく傾
いてしまう場合、前記軌道レールをその長手方向を回転軸として上下反転させ再度、前記
軌道レールに対して移動ブロックを組みつけることで、前記軌道レールの右側面のボール
転走溝と前記移動ブロックの左側面の負荷直線溝が対向する。結果、相対的加工誤差が打
ち消し合い、移動ブロックの取付面の傾きの軽減化に寄与するものとなっている。
【００１３】
　また、前記軌道レールの加工時に前記軌道レールの左右側面のボール転走溝の間に前記
相対的加工誤差が生じるばかりでなく、前記軌道レールの上面及び底面に対して同じ距離
だけ加工誤差が生じる場合もある。前記加工誤差は前記移動ブロックの左右側面の負荷直
線溝の間にも軌道レールのボール転走溝と同様に、生じることとなる。このため、前記軌
道レールに対して移動ブロックを一度組みつけた際に、前記軌道レールのボール転走溝と
前記移動ブロックの負荷直線溝夫々の前記加工誤差が重畳した場合、前記軌道レールの敷
設される固定部から移動ブロックの取付面までの高さが変動してしまう。そこで、前記軌
道レールをその長手方向を回転軸として上下反転させ再度、前記軌道レールに対して移動
ブロックを組みつけることで、上記加工誤差が打ち消し合い、前記軌道レールの敷設され
る固定部から移動ブロックの取付面までの高さ調整も可能となっている。
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【００１４】
　したがって、本発明の直線案内装置によれば、軌道レール及び移動ブロックの夫々に相
対的加工誤差が存在する場合であっても、これら相対的加工誤差の重畳から生じる移動ブ
ロックの取付面の傾きを緩和することが可能である。すなわち、本発明によれば、軌道レ
ールの加工精度が低い場合であっても、移動ブロックの取付面の傾きを緩和することがで
きるので、その分だけ軌道レールの生産手間が軽減され、直線案内装置を簡便に且つ安価
に製造することが可能となる。
【００１５】
　さらに、前記軌道レールが上記形状を有するということは当該軌道レールが上下左右対
称の形状を有していることになるので、引き抜き加工、冷間圧延加工等の塑性加工を用い
て軌道レールを生産しても、当該軌道レールに歪みが発生し難いものとなっている。すな
わち、本発明の直線案内装置によれば、その軌道レールは、塑性加工による生産に適して
おり、更に前述した移動ブロックの取付面の傾き軽減の効果により、塑性加工で生産した
軌道レールに研削加工を施すことなく、そのまま使用して直線案内装置を構成することが
可能である。この点においても、製造コストの軽減化に寄与するものとなっている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、添付図面を参照しながら本発明の直線案内装置を詳細に説明する。
【００１７】
　図１は本発明を適用した直線案内装置の第１の実施形態を示すものである。この直線案
内装置は、断面略矩形状に形成された長尺な軌道レール１と、チャネル状に形成されると
共に多数のボール３を介して前記軌道レール１に組み付けられた移動ブロック２とから構
成されており、前記移動ブロック２が軌道レール１に跨るようにして該軌道レール１上を
自在に往復運動するように構成されている。
【００１８】
　図２は図１に示す本発明の直線案内装置の長手方向に垂直な断面を示すものである。前
記軌道レール１の両側面には長手方向に沿ってボール３の転走溝１０が各１条ずつ形成さ
れおり、これらの転走溝１０は軌道レール１の上面１１と底面１２夫々から同じ距離だけ
離れた位置に形成されている。また、軌道レール１には長手方向に所定の間隔をおいて複
数のボルト取付け孔１３が貫通形成されており、かかるボルト取付け孔１３を利用して軌
道レール１を各種機械装置のベッドやコラム等の固定部４に取り付けることができるよう
になっている。
【００１９】
　移動ブロック２は横ウェブ２０及びこの横ウェブ２０と直交する一対のスカート部21を
有して、チャネル状に形成されており、これら一対のスカート部２１の間に案内溝22を有
している。そして、図１に示すように、この移動ブロック２は前記案内溝２２に軌道レー
ル１の上部を遊嵌させ、僅かな隙間を介して軌道レール１に跨っている。すなわち、軌道
レール１の両側面は移動ブロック２のスカート部２１の内側面と互いに対向している。ま
た、前記横ウェブ２０の上面はテーブル等の可動体の取付け面２３となっており、かかる
横ウェブ２０には取付けねじを螺合させるタップ穴２４が形成されている。また、移動ブ
ロック２は前記ボール３が無限循環するトラック溝３０を有している。
【００２０】
　図３は、移動ブロック２のトラック溝３０を平面上に展開した様子を示す図である。こ
のトラック溝３０は、軌道レール１の転走溝１０と対向して前記スカート部２１の内側面
に形成された負荷直線溝３１と、この負荷直線溝３１と平行に前記横ウェブ２０に形成さ
れた無負荷直線溝３２と、これら負荷直線溝３１と無負荷直線溝３２との間でボール３を
往来させるボール偏向溝３３とから構成されている。このトラック溝３０はその全域にお
いて軌道レール１に向けて開放されており、トラック溝３０に配列されたボール３は軌道
レール１と面した状態で該トラック溝３０内を循環する。尚、前記トラック溝の詳細につ
いてはＷＯ２００８０３８６７４Ａ１にも記載されている。
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【００２１】
　この軌道レール１の上面１１と側面とが交わる位置には無負荷ボール案内面１４aが形
成されており、この無負荷ボール案内面１４aは凸曲面をなしている。この無負荷ボール
案内面１４aは前記トラック溝の無負荷直線溝３２と対向している。これは移動ブロック
２におけるボール３の無限循環を円滑化するためである。また、後述するように、本発明
では軌道レール１をその長手方向を回転軸として上下反転させた状態で使用することから
、軌道レール１の底面１２と側面とが交わる位置にも無負荷ボール案内面１４aと同じ形
状の無負荷ボール案内面１４ｂが形成されている。
【００２２】
　ボール３は前記軌道レール１の転走溝１０と前記移動ブロック２の負荷直線溝３１との
間で荷重を負荷しながら転送する一方、略Ｕ字状の軌道を有するボール偏向溝３３内に進
入すると解放され、その転走方向を逆転させた後に、前記移動ブロック２の無負荷直線溝
３２内に進入する。また、無負荷直線溝３２内を進行したボール３は反対側のボール偏向
溝３３に進入し、再び転走方向を逆転させた後、軌道レール１の転走溝１０と移動ブロッ
ク２の負荷直線溝３１との間に進入し、ボール偏向溝３３が徐々に浅くなるにつれ、無負
荷状態から荷重の負荷状態へと移行する。
【００２３】
　ボール３はこのようにして移動ブロック２のトラック溝３０内を循環し、これに伴って
移動ブロック２が軌道レール１に沿って間断なく連続的に移動することが可能である。
【００２４】
　ところで、軌道レール１の側面に対して実際に転走溝１０を形成した場合、かかる転走
溝の形成位置には軌道レールの幅方向（図２の紙面左右方向）、高さ方向（図２の紙面上
下方向）の加工位置誤差が含まれてしまう。
【００２５】
　図４は、軌道レール１に形成した転走溝１０の高さ方向の加工位置誤差を示すものであ
る。尚、説明の便宜上、図４において軌道レールの右側面に位置する転走溝に符号１０Ｒ
を付し、左側面に位置する転走溝に符号１０Ｌを付すことにする。
【００２６】
　直線案内装置に用いられる加工方法では、軌道レール１のボール転走溝１０の加工工程
で、左右個々に実際の加工位置と設計上の加工位置との間に加工位置誤差が生じてしまう
。例えば、図４に示すように、前記軌道レール左側面の転走溝１０Ｌには設計上の加工位
置より距離Ｘだけ誤差が生じ、それに対して、右側面の転走溝１０Ｒには設計上の加工位
置より距離Ｙだけ誤差が生じることとなる。この加工位置誤差Ｘと加工位置誤差Ｙが相違
する場合、双方の誤差により相対的加工誤差Ｙ－Ｘが生じてしまう。
【００２７】
　図５は、移動ブロック２に形成した負荷直線溝３１の高さ方向の加工位置誤差を示すも
のである。尚、説明の便宜上、図４において移動ブロックの右側面に位置する転走溝に符
号３１Ｒを付し、左側面に位置する負荷直線溝に符号３１Ｌを付すことにする。
【００２８】
　移動ブロック２においても軌道レール１の転走溝１０と同様に、両側面の左右夫々の負
荷直線溝の加工時に加工位置誤差が生じることとなり、左側面の負荷直線溝３１Ｌには設
計上の加工位置より距離ｘだけ誤差が生じ、それに対して、右側面の負荷直線溝３１Ｒに
は設計上の加工位置より距離ｙだけ誤差が生じる。この加工位置誤差ｘと加工位置誤差ｙ
が相違する場合、双方の誤差により相対的加工誤差ｙ－ｘが生じてしまう。
【００２９】
　前記軌道レール１の底面１２を固定部４に対して当接させた状態で当該固定部に対して
敷設し、前記軌道レール１の転走溝１０Ｌと前記移動ブロック２の負荷直線溝３１Ｌがボ
ール３を介して対向するように前記軌道レール１に対して移動ブロック２を組みつけた際
には、軌道レール１の相対的加工誤差Ｙ－Ｘと移動ブロック２の相対的加工誤差ｙ－ｘが
直線案内装置の右側で重なることになる。この場合、移動ブロック２の取付面２３が大き
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く傾く結果となる。
【００３０】
　この問題に鑑みて、図６に示すように、本発明の軌道レール１のボール３の転走溝１０
は軌道レール１の上面１１と底面１２夫々から同じ距離だけ離れた位置に形成されている
、すなわち、両側面の転走溝の中心を結んだ線分Ａとし、線分Ａから上面１１までの距離
Ｂと、線分Ａから底面１２までの距離Ｃが等しくなるように形成されている。ゆえに、線
分Ａに対して線対称の形状を有しており、軌道レール１をその長手方向を回転軸として上
下反転させることが可能となっている。
【００３１】
　このため、図７に示すように、軌道レール１の上面１１を固定部４に対して当接させた
状態で、すなわち、軌道レール１をその長手方向を回転軸として上下反転させた状態で、
移動ブロック２を組みつけることが可能となっている。それにより、軌道レール１の転走
溝１０Ｌと移動ブロック２の負荷直線溝３１Ｒがボール３を介して対向する一方、軌道レ
ール１の転走溝１０Ｒと移動ブロック２の負荷直線溝３１Ｌもボール３を介して対向する
こととなる。結果、軌道レール１の相対的加工誤差Ｙ－Ｘと移動ブロック２の相対的加工
誤差ｙ－ｘが打ち消しあい、移動ブロック２の取付面２３の傾きの軽減化に寄与すること
となる。
【００３２】
　従って、本発明の直線案内装置はその組み立てに当たり、生産された軌道レール１の相
対的加工誤差Ｙ－Ｘと移動ブロック２の相対的加工誤差ｙ－ｘを個々に計測し、これらが
相殺し合うように移動ブロック２に対する軌道レール１の組みつけ方向を選定すれば、移
動ブロック２の可動体の取付面２３の傾きを軽減することが可能となる。
【００３３】
　さらに、軌道レール１は前述のように、両側面のボール転走溝１０の中心を結んだ線分
Ａに対して線対称の形状を有しており、転走溝１０が軌道レール１の左右側面の同じ位置
に配置されていることから、自ずと左右対称の形状をも有することとなる。そのため、引
き抜き加工、冷間圧延加工等の塑性加工時に歪みが発生し難く、研削加工を用いることな
く、ある程度の加工精度で転走溝を軌道レールに具備させることが可能である。そして、
移動ブロックの軌道レールに対する組み付け方向を選定することで、前述のごとく可動体
取付面の傾きを軽減可能なので塑性加工で形成された軌道レールをそのまま移動ブロック
と組み合わせて使用することも可能である。すなわち、本発明によれば軌道レールの加工
手間を軽減し、直線案内装置の生産コストを低減することが可能となる。また、前述した
ように、軌道レール１の四隅に曲面状の無負荷ボール案内面が形成された結果、前記軌道
レール１は塑性加工による生産に適している。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明を適用した直線案内装置の第１の実施形態を示すものである。
【図２】本発明の直線案内装置の長手方向に垂直な断面を示すものである。
【図３】移動ブロックのトラック溝を平面上に展開した様子を示す図である。
【図４】軌道レールに形成した転走溝の高さ方向の加工位置誤差を示すものである。
【図５】移動ブロックに形成した負荷直線溝の高さ方向の加工位置誤差を示すものである
。
【図６】本発明の軌道レールの長手方向に垂直な断面を示すものである。
【図７】本発明の軌道レールを長手方向を回転軸に上下反転させ、移動ブロックと組みつ
けた状態を示すものである。
【符号の説明】
【００３５】
1…軌道レール、2…移動ブロック、3…ボール、10…転走溝、20…横ウェブ、21…スカー
ト部、23…テーブル等の可動体取付面、30…トラック溝、31…負荷直線溝、32…無負荷直
線溝、33…ボール偏向溝
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